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毎月第２・第４水曜日発行
全　 世　 帯　 配　 布

広報かるまいお知らせ版

今回の「お知らせ版」は２枚です。
平成２５年２月２０日発行

広報かるまいお知らせ版 裏面もご覧ください第１９３号の ―1―１

その１

募集職種募集職種
町民体育館・Ｂ＆Ｇ海洋町民体育館・Ｂ＆Ｇ海洋センターセンター

施設管理施設管理
（施設内の清掃・維持管理事務）（施設内の清掃・維持管理事務）

ハートフル・スポーツラハートフル・スポーツランドンド
施設管理施設管理

（施設内の清掃・草刈・芝生・グラウン（施設内の清掃・草刈・芝生・グラウン
ドの維持管理事務）ドの維持管理事務）

えぞと大自然のロマンのえぞと大自然のロマンの森森
施設管理施設管理

（園内の草刈・清掃・（園内の草刈・清掃・
資料資料館の受付・案内）館の受付・案内）

募集人員募集人員 １名１名 ４名４名 １名１名

雇用期間雇用期間
平成 25 年４月１日から平成 25 年４月１日から
平成 26 年３月 31 日まで平成 26 年３月 31 日まで

平成 25 年４月１日から９月 30 日まで平成 25 年４月１日から９月 30 日まで
( 更新あり )10 月１日から 11 月 30 日まで( 更新あり )10 月１日から 11 月 30 日まで

平成 25 年４月１日から　平成 25 年４月１日から　
11 月 30 日まで11 月 30 日まで

免許資格等免許資格等 普通自動車 1 種免許・機械による草刈り経験のある方普通自動車 1 種免許・機械による草刈り経験のある方

賃　　金賃　　金 月額 98,000 円月額 98,000 円 日額 5,400 円～ 6,580 円日額 5,400 円～ 6,580 円 月額 98,000 円月額 98,000 円

通勤手当通勤手当 通勤距離が２㎞以上の場合は通勤手当を支給通勤距離が２㎞以上の場合は通勤手当を支給

年齢・性別年齢・性別 年齢 ･ 性別は不問年齢 ･ 性別は不問

就業時間就業時間
火曜日～日曜日 ( 祝日含む ) のう火曜日～日曜日 ( 祝日含む ) のう
ち週 30 時間ち週 30 時間

週 5 日勤務週 5 日勤務
 ( 土、日、祝日含む・月 21 日 ) ( 土、日、祝日含む・月 21 日 )
午前８時 30 分～午後５時 30 分午前８時 30 分～午後５時 30 分

（早番・遅番勤務あり）（早番・遅番勤務あり）

水曜日～日曜日 ( 祝日含む )水曜日～日曜日 ( 祝日含む )
午前９時 30 分～正午、午前９時 30 分～正午、
午後１時～４時 30 分午後１時～４時 30 分
週 30 時間週 30 時間

加入保険加入保険 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金

面接日・会場面接日・会場 平成２５年３月１４日（木）午前１０時～・軽米町役場３階平成２５年３月１４日（木）午前１０時～・軽米町役場３階

申込方法申込方法
履歴書（市販のもの）に写真貼付のうえ、履歴書（市販のもの）に写真貼付のうえ、２月 22 日（金）から 3 月８日（金）まで２月 22日（金）から 3月８日（金）までに軽米町教育委員会事務局に軽米町教育委員会事務局

生涯学習グループまで提出してください。なお、ハローワーク二戸からの申込みもできます。生涯学習グループまで提出してください。なお、ハローワーク二戸からの申込みもできます。

問い合わせ先問い合わせ先 町教育委員会事務局生涯学習グループ（町教育委員会事務局生涯学習グループ（☎☎４６－４７４４）４６－４７４４）

職種職種 レセプト点検専門員レセプト点検専門員 廃棄物収集運搬作業員兼運転手廃棄物収集運搬作業員兼運転手

募集人員募集人員 2 名2 名 2 名2 名

雇用期間雇用期間 平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日

必要な免許必要な免許
資格等資格等

①医療事務技能審査規程に基づく２級（メディカルク①医療事務技能審査規程に基づく２級（メディカルク
　ラーク「医科」) 以上の認定資格を有している　ラーク「医科」) 以上の認定資格を有している
②調剤報酬請求事務の技能認定を受けている②調剤報酬請求事務の技能認定を受けている
③レセプト点検の実務経験がある③レセプト点検の実務経験がある
④パソコンの操作ができる④パソコンの操作ができる
⑤普通自動車免許１種を所持している⑤普通自動車免許１種を所持している

・健康状態が良好の方・健康状態が良好の方
・普通自動車免許１種（AT 限定不可）を所持し、トラ・普通自動車免許１種（AT 限定不可）を所持し、トラ
　ックの運転経験がある方　ックの運転経験がある方

年齢・性別年齢・性別 年齢・性別は不問年齢・性別は不問

賃金賃金
月額９４，５００円～１０３，６００円月額９４，５００円～１０３，６００円

（通勤距離が２㎞以上の場合は通勤手当を支給）（通勤距離が２㎞以上の場合は通勤手当を支給）
月額１５８，４００円月額１５８，４００円

（通勤距離が２㎞以上の場合は通勤手当を支給）（通勤距離が２㎞以上の場合は通勤手当を支給）

就業時間就業時間
午前８時 30 分～午後５時 00 分まで午前８時 30 分～午後５時 00 分まで

（月曜日～金曜日のうち週４日勤務、土・日・祝日休み）（月曜日～金曜日のうち週４日勤務、土・日・祝日休み）
午前８時 15 分～午後４時 45 分まで午前８時 15 分～午後４時 45 分まで

（週４日勤務、土・日休み）（週４日勤務、土・日休み）

加入保険加入保険 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金

試験方法試験方法 個人面接個人面接

試験日試験日 平成 25 年 3 月 22 日（金）午後予定（後日、通知します）平成 25 年 3 月 22 日（金）午後予定（後日、通知します）

申し込み方法申し込み方法
締切期限締切期限

二戸公共職業安定所（ハローワーク二戸）に申し込みの上、紹介状および資格を証する書面の写しと写真を貼付二戸公共職業安定所（ハローワーク二戸）に申し込みの上、紹介状および資格を証する書面の写しと写真を貼付
した履歴書（市販のもの）を役場町民生活課・町民生活グループへ提出してください（した履歴書（市販のもの）を役場町民生活課・町民生活グループへ提出してください（３月１５日（金）午後５３月１５日（金）午後５
時まで・郵送不可時まで・郵送不可））

問い合わせ先問い合わせ先 軽米町役場町民生活課・町民生活グループ（軽米町役場町民生活課・町民生活グループ（☎☎４６－４７３４）

町の嘱託・臨時職員を募集します
　町では、下記のとおり町の施設で働く嘱託・臨時職員を募集します。希望される方は下記によりご応募ください。



平成２５年２月２０日発行

広報かるまいお知らせ版 裏面もご覧ください第１９３号の ―2―１

　こころの健康づくりしていますか？その方法を学ぶ
講演会を行います。講師は、県立軽米病院の出張診療
を担当している医師です。ぜひご参加ください。

日時：３月６日（水）午後１時３０分～３時３０分
場所：軽米中央公民館
内容：講演「こころの健康を保つ秘訣」
　　　　講師　岩手県立一戸病院　　田鎖　愛理　氏
　　　体験「こころの健康度チェック」
参加申し込み：２月２８日（木）　
※　当日参加も大歓迎です！

「こころの健康づくり講演会」 のお知らせ

【申し込み・問い合わせ】
　町地域包括支援センター（ふれあいセンター内
　☎４６－４１１１）

町営住宅名・所在地 規格 床面積等 家賃（月額) 形式

町営萩田住宅９号
(軽米町大字軽米2-70-1)

３K
46.48㎡

昭和50年度建築

4,400円～
6,600円

（４段階）
４連棟

　※家賃の額については、入居する世帯の収入と扶養者等により異なります

町営住宅の入居者を募集します町営住宅の入居者を募集します

○入居時期

　平成25年３月以降　　　
　
　

【申し込み・問い合わせ先】地域整備課　環境整備グループ（☎４６－４７４１）

＜所得の算定方法＞

（所得金額－扶養等控除）÷12カ月＝月額所得（原則として158,000円以下）

　※所得金額とは、世帯員（一人ずつ）の所得控除後の金額を合計した額

☆入居希望者が多い場合には抽選となります

☆入居の際には、敷金の納付（家賃の３カ月

分）や連帯保証人（２名）の所得証明書、印

鑑登録証明書が必要となります

　
　
　
　
　

○募集住宅

○申し込み方法

　関係書類をお渡ししますので役場・地域整

備課にお越しください。申し込みには申請書

類のほか所得証明書、住民票などが必要にな

ります。

　
　
　
　
　

○募集期間

　２月22日（金）～３月１日（金）

　午前８時30分～午後5時まで　

　　　　　　　　　　　※土･日･祝日除く

　
　
　
　
　

○入居資格

　①軽米町内に住所または勤務場所を有する者で、現在同居し、または同居しよ

　　うとする親族があり、現に住宅に困窮していること

　②入居しようとする世帯員の所得合算額が法令で定められた基準内であること

　③町税・公共料金等に滞納がないこと

　④申込者および同居しようとする人が暴力団員でないこと

平成 25年 4⽉より
ＪＲバス⼆⼾駅〜軽⽶線の⼀部ダイヤが改正されます
　いつも、公共交通バスをご利用いただきましてありが
とうございます。
　さて、ＪＲバス東北で運行しております二戸駅～軽米
線について、ＩＧＲ岩手銀河鉄道の到着時刻からの余裕
をもたせるため、４月１日より 16：25 二戸駅発の軽米
線の発車時刻と２分間遅らせ 16：27 発となります。
　ご利用の際は、時刻等をご確認の上ご利用ください。　　　

○ダイヤ改正日　４月１日
○改正内容

旧（平日）

⇒

新（平日）

二戸駅発
（二戸駅～軽米病院）

１６：２５ １６：２７

公的年金等を受給されている方へ

　公的年金等の収入金額の合計額が 400 万円以下で、
かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が 20
万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出
する必要がなくなりました。
　この改正は、平成 23 年分以降の所得税について適
用されます。

■この場合であっても、所得税の還付を受けるために
　確定申告書を提出することができます。
■雑損失や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除など、
　確定申告書の提出が必要となります。
■所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民
　税の申告が必要な場合があります。住民税に関する
　ご質問は、お住まいの市町村または二戸税務署（自
　動音声案内で「２」番を選択してください）までお
　問い合わせください。

【問い合わせ先】　二戸税務署（☎２３－２７０１）

土地家屋についての無料相談

　岩手県土地家屋調査士会二戸久慈支部では、４月１
日「表示登記の日」を記念して下記のとおり無料相談
を行います。

日　時：平成２５年４月１日（月）
　　　　午前１０時～午後３時
場　所：二戸市シビックセンター
　　　　　（1 階　ミーティングルーム）
相談内容
　　・土地の分筆、合筆、地目変更、地積更正登記
　　・建物の新築、増築、滅失登記
　　・土地、建物の調査測量
　　・境界問題

【問い合わせ先】　岩手県土地家屋調査士会二戸久慈
　支部・支部長大村義明（☎４６－２０２７）
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平成25年度国民年金保険料
口座振替前納のご案内

　日本年金機構では、平成25年度分国民年金保険料の口座

振替による１年前納と６ヵ月前納（上期分：４月から9月分

までの６ヵ月分）の申し込みを受け付けます！！

　保険料の前納には割引制度があり、口座振替で前納すると

現金で前納するよりも割引額が多くなります。

　口座振替による１年前納と６ヵ月前納をご希望の方は平成

２５年２月２８日までに、お申し込みください。

※毎月の口座振替については、随時申し込み可能です。

◇◆参考◆◇

　平成25年度の保険料額（15,040円）で計算すると割引額

は下記のとおりです。

現金納付の場合 　　　口座振替による前納の場合

１年前納 ３，２００円 ３，７８０円

６ヵ月前納 　　７３０円 １，０３０円(年間割引額２，０６０円)

※口座振替日は平成２５年４月３０日です。
※昨年手続きをしている方は、自動的に更新されるため、申
　込不要です。

　　申し込み先 　　　　必要なもの

・二戸年金事務所
・役場町民生活課
・振替を希望の金融
　機関窓口

・基礎年金番号が分かるもの

（年金手帳、納付書など）

・通帳

・通帳の届出印

【申し込み・問い合わせ】
　二戸年金事務所　☎２３－４１１１
　役場町民生活課　☎４６－４７３４

「お子さんの教育、ひとりで悩まずご相談下さい。」

教育相談を実施します。

　家庭教育やしつけ・いじめ・不登校など子供の教育
について、不安や心配ごとはありませんか？保護者の
方や児童生徒自身の悩みに応じるため、相談窓口を開
設しています。
　教育相談員または、指導主事等が対応いたします。
相談内容の秘密は守りますので、安心してご相談下さ
い。

◎相談日程

期 日 時 間 場 所

３月５日（火）

午前９時～12時

町立図書館

３月12日（火） 農村環境改善センター
３階図書室３月19日（火）

・相談にこられる場合は、事前に申し込みいただけれ
ば幸いです。当日ご来場いただいてもご相談に応じま
す。

◎相談員紹介
　菅原　洋子　自宅電話番号　☎４６－２９２２
〔自己紹介〕教職経験を生かして、平成19年度よ
り教育相談を担当しています。お気軽にご相談下
さい。

【問い合わせ先】教育相談受付窓口
　（町教育委員会内☎４６－４７４３）

【問い合わせ先】
　町立図書館（☎４６－４３３３）

●期日　平成２５年３月１日（金）　午後４時開会
●会場　軽米中央公民館ホール
　　　　✿駐車スペースの都合上お車でお越しの際に
　　　　　は役場駐車場をご利用ください。
●内容　
　①子ども司書認定証授与（16：05 ～ 16：15）
　②読書感想文・感想画表彰及び最優秀賞朗読発表
　　　　　　　　　　　　　（16：15 ～ 16：45）
　③講演（16：50 ～ 17：30）　　
　　　『図書館をもっと知ろう』
　　　　盛岡大学文学部図書館司書課程　
　　　　　　准教授　千 ( せん )　錫烈 ( すずれつ )　氏
　✿講演は、読み聞かせを交えながら、子ども向けに楽
　　しくわかりやすくお話します。どなたでも参加でき
　　ます。講演のみの参加もできます。

平成24年度軽米町読書のつどい

　

町民講座を開催しています
書道教室（講師：書道クラブ）

開 催 日 ３月７日（木）、21日（木）

時 間 午後２時～４時

会 場 町立図書館２階研修室

 
社交ダンス教室（講師：軽米ダンスクラブ）

開 催 日 ３月７日（木）、14日（木）
　　21日（木）、28日（木）

時 間 午後７時～９時

会 場 軽米中央公民館ホール

太極拳教室（講師：太極拳同好会）

開 催 日 3月６日（水）、13日（水）
　　27日（水）

時 間 午後７時～９時

会 場 軽米中央公民館ホール

お気軽にご参加ください！

【問い合わせ先】軽米中央公民館
　（町立図書館内☎４６－４３３３）
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       広報かるまい・町ホームページへの       広報かるまい・町ホームページへの

　　  広告を募集します　　  広告を募集します

●軽米町ホームページ（バナー広告）
　

・

掲載資格：住民利益につながる内容と認められる
　　　　　　　もの
　

・

掲載場所：トップページ
　

・

料金（税込み）１カ月4,000円（縦58ピクセル×
　　横190ピクセル）
　

・

申込期限：広告の掲載を希望する日の１カ月前
　※詳しくは下記までご連絡下さい。

【問い合わせ先】役場総務課
　企画グループ（☎４６－２１１１）

●広報かるまい
　

・

掲載資格：町内に住所または主たる事業所、営業
　　　　　　　所を有する者
　

・

料金（税込み）
　　①１号広告（縦4.5㌢×横8.5㌢）～ 4,000円/月
　　　※６カ月以上掲載する場合は3,000円/月
　　②２号広告（縦4.5㌢×横18㌢） ～ 8,000円/月
　　　※６カ月以上掲載する場合は6,000円/月
　

・

募集枠：１号広告で６枠分
　

・

申込期限：平成25年3月８日（申込が少ない場合
　　　　　　　はその後も随時募集します）

　気象庁は、津波警報を改善し、平成 25 年 3 月 7 日
から運用を開始します。
　気象庁では、津波警報を発表した際、予想される津
波の高さを併せて発表しますが、巨大地震が発生した
場合には、予想される津波の高さを数値ではなく、「巨
大」や「高い」という言葉で発表することとしました。

「巨大」という言葉を使った大津波警報が発表された時
は、東日本大震災のような巨大な津波が襲うおそれが
あります。直ちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避
難してください。
　また、津波が観測されたときには観測情報を発表し
ます。高い津波が来る前は、津波の高さを数値ではな
く「観測中」と発表します。「観測中」と発表された
場合はこれから高い津波が来ると考えて警戒を続けま
しょう。
　津波警報は、震源が沿岸に近いと津波の到達に間に
合わないこともあります。海のそばで強い揺れや弱く
ても長い揺れを感じたら、直ちに高いところへ避難を
始めてください。

３月７日から津波警報が変わります

【問い合わせ先】盛岡地方気象台防災業務課
（☎０１９－６２２－７８７０）

【問い合わせ先】岩手県臨床心理士会事務局
　（☎０１９－６９４－２３２１）

●期日：平成２５年２月 24 日（日）

　　　　９:30 ～ 11:30

●会場：岩手県医師会館４階ホール

●内容：岩手県臨床心理士会主催　一般公開講座

　　　　講師：久留米大学医学部精神神経科学教室

　　　　　　　准教授　前田　正治先生（精神科医）

　※地域での暮らしの中で、被災された本人が理解する

　　こと、また周囲ができることについて講演いただき

　　ます。特に被災者の罪責感について詳しくお話いた

　　だく予定です。

●対象：県民の方どなたでも参加できます

●参加費：無料

●主催：岩手県臨床心理士会

被災者・被災地
メンタルヘルスケア研修

ー地域における被災者のメンタルヘルス支援を考えるー

東日本大震災無料法律電話相談を
実施しています

●実施期間　毎週月曜日～金曜日

　　　　　　午前 10 時～午後 1 時（土日祝日除く）

●電話相談（フリーダイヤル）　

　　　　　　
０１２０－８２３－８１５

●相談内容　自宅が亡くなった祖父のままになっている

　　　　　　相続人の中に行方不明者がいて話し合いが

　　　　　　できない

　　　　　　亡くなった父親に借金があることが判明した

　
【問い合わせ先】岩手県司法書士会事務局
　（☎０１９－６２２－３３７２）

　宝くじによる収益金は各自治体に

配分され、町の貴重な財源となっています。配分され

た収益金は、町内の地域文化の振興、コミュニティ活

動の支援などをはじめ、さまざまな地域振興のための

事業に有効に利用されています。

　宝くじの購入にご協力をお願いいたします。

●平成２４年度に活用された事業

・軽米秋祭り実行委員会　小型発電機の整備

・南部駒踊り保存会　衣装の整備

・円子よさこい組「どっこいしょ」１０周年記念事業

・軽米町　生ゴミ収集車の整備

宝くじの購入に
ご協力をお願いします

【問い合わせ先】役場総務課
　企画グループ（☎４６－２１１１）

公共交通バスの利用のお願い

【問い合わせ先】役場総務課
　企画グループ（☎４６－２１１１）

　いつも、公共交通であるバスなどをご利用いただきまし

てありがとうございます。

　町では、町民の皆さんの交通の利便性を確保するため、

町民バスやコミュニティバスを運行していますが、利用者

の減少により、減便などもやむを得ないような状況の路線

もあります。

　バスなどの公共交通機関は利用者が無ければ存続が難し

くなります。路線確保のため、皆さんの積極的な利用をお

願いします。


